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　給与改定内容　

１　期末手当の支給月数の改定

２　令和４年６月に支給する期末手当の減額調整

「一般職の職員の給与に関する条例」及び「市長及び副市長の給与に関する条例」

の改正概要（第３７号議案関係）

6月期 12月期 合計

4.45月
勤勉 0.95月 0.95月

R4以降 4.30月

一
般
職

R3
期末 1.275月 1.275月

期末 1.20月 1.20月

勤勉 0.95月 0.95月

2.35月
勤勉 0.45月 0.45月

特
別
職

R3 期末 1.675月 1.675月 3.35月

R4以降 期末 1.625月 1.625月

再
任
用

R3
期末 0.725月 0.725月

R4以降
期末 0.675月

減額調整の額

0.675月
2.25月

勤勉 0.45月 0.45月

3.25月

令和３年１２月の期末
手当における職員区分

一般職

再任用

特別職 令和３年１２月期末手当の額×１６７．５分の１０

令和３年１２月期末手当の額×７２．５分の１０

令和３年１２月期末手当の額×１２７．５分の１５
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
２
０
条
 
略
 

第
２
０
条
 
略
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎

額
に
１
０
０
分
の
１
２
０
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
か
月
以
内

の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期

間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日

以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在

職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
略
 

(
1
)
～
(
4
)
 
略
 

３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
６
７
．
５
」
と
す
る
。
 

３
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０

分
の
７
２
．
５
」
と
す

る
。
 

４
～
６
 
略
 

              

４
～
６
 
略
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市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
市
長
等
の
給
与
）
 

（
市
長
等
の
給
与
）
 

第
４
条
の
２
 
市
長
等
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１
０
０

分
の
１
２
０
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
６

２
．
５
」
と
し
、
同
条

第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月

額
に
１
０
０
分
の
１
１

５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

                  

第
４
条
の
２
 
市
長
等
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

１
０
０

分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
６
７
．
５
」
と
し
、

同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給

料
月
額
に
１
０
０
分
の

１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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   動産の納入期限の変更について（第３８号議案関係） 

 

１ 買い入れる動産  消防ポンプ自動車 

２ 買入れの方法  指名競争入札 

３ 買 入 れ 金 額  ２１，０４３，０００円 

４ 買入れの相手方  大村市平町１９３３番地 

株式会社ナカムラ消防化学 

代表取締役 中村 康祐 

５ 納 入 期 限  変更前 令和４年３月２５日 

           変更後 令和４年５月３１日 

６ 変 更 理 由  部品の納期遅延により、期限内での納入が困難となったため。 
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